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令和元年度答申第５号 

令 和 元 年 ５ 月 ８ 日 

 

諮問番号 平成３０年度諮問第８９号（平成３１年３月５日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

  本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、父のＰは軍属とし

て在職中に伝染病にかかり、除隊後、その伝染病が原因で死亡したと主張して、

Ａ県知事（以下「処分庁」という。）に対し、戦没者等の遺族に対する特別弔

慰金支給法（昭和４０年法律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」という。）

３条本文の規定に基づき、父Ｐに係る特別弔慰金の請求（以下「本件請求」と

いう。）をしたところ、処分庁が、父Ｐは軍属としての在職期間内に公務又は

勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したとは認められ

ないとして、本件請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をし

たことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

 ⑴ 特別弔慰金支給法３条本文は、「戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支

給する。」と規定しているところ、この「戦没者等の遺族」とは、死亡した

者の死亡に関し、平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法



 

2 
 

（昭和２７年法律第１２７号。以下「遺族援護法」という。）による弔慰金

を受ける権利を取得した者をいうとされている（特別弔慰金支給法２条１

項）。そして、遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後における

在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和１６年１２

月８日以後に死亡した軍人軍属の遺族に対し、弔慰金を支給すると規定して

いる。 

 ⑵ 遺族援護法によれば、弔慰金を受けるべき上記⑴の「遺族」の順位は、

配偶者が第１順位、子が第２順位とされている（３６条１項１号、２号）。 

２ 事案の経緯 

  各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

 ⑴ 父Ｐは、大正元年ａ月ｂ日に出生し、昭和１７年４月１６日にＢ市にお

いて死亡した。この間、父Ｐは、昭和９年１２月２９日にＱと婚姻をし、昭

和１０年ｃ月ｄ日、父Ｐと母Ｑとの間に審査請求人が出生した。 

なお、母Ｑは、昭和２０年３月７日に死亡した。 

（除籍謄本（戸主：Ｐ）、改製原戸籍謄本（戸主：Ｘ）） 

⑵ 審査請求人は、平成２９年６月２１日、Ｃ市長を経由して、処分庁に対し、

特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、父Ｐに係る特別弔慰金の請求

（本件請求）をした。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑶ 処分庁は、平成３０年２月１６日頃、審査請求人に対し、「Ｐ様の死亡に

関し、当県及び厚生労働省において保管資料を調査しましたが、身分及び公

務上または勤務に関連して受傷または罹病し、これにより死亡されたことを

証明する記録資料が存在しておらず、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支

給法の対象となる戦没者として認定することができません。したがいまして、

あなたは特別弔慰金を受ける権利を有しません。」との理由を付して、本件

却下処分をした。 

（却下通知書） 

⑷ 審査請求人は、平成３０年３月８日、審査庁に対し、本件却下処分を不服

として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑸ 審査庁は、平成３１年３月５日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 
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３ 審査請求人の主張の要旨 

父Ｐは、軍属として在職中に伝染病の腸チフスにかかったため、除隊して帰

国後、その病気が原因で死亡したから、本件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

除籍謄本によると、父Ｐは、「昭和１７年４月１６日午後３時２０分Ｂ市Ｄ

地に於て死亡」し、妻である母Ｑがその届出をしている。死亡届及び死亡診断

書によると、父Ｐの職業は自動車運転手となっており、昭和１６年１０月頃に

発病した腸結核により、昭和１７年４月１６日に市立Ｅ病院において死亡した

ことが認められる。 

処分庁及び厚生労働省の保管資料を調べたが、父Ｐに係る軍人軍属又は準軍

属としての身分、履歴及び在職期間内の公務又は勤務に関連した傷病に関する

記録はなかった。 

審査請求人は、父Ｐの出征当時の写真、その他連隊勤務中の写真が多数ある

こと、自身の記憶では、父Ｐは１９３７年～１９４２年頃にＦ地のＧ兵団（Ｇ

軍）に入隊し、腸チフスに罹患して除隊し、帰国した後、Ｂ市にある国立病院

で死亡したことから、父Ｐは軍人として病気にかかり、死亡した旨を主張し、

父Ｐを含む出征３０名が神社鳥居前で撮影した集合写真及び軍服姿の父Ｐの写

真を提出している。 

しかしながら、上記の死亡届等の記録と審査請求人の主張とは一致していな

いほか、提出された写真は、撮影された場所等が明らかでないため、審査請求

人の主張を裏付けるものとならず、その他、父Ｐの身分、在職期間、傷病の原

因を特定することができる情報はない。 

これらのことから、父Ｐは、遺族援護法３４条に規定する軍人軍属又は準軍

属として在職中の公務又は勤務に関連した傷病に起因して死亡したものとは認

められない。 

したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから棄

却すべきものと考える。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分が違

法又は不当なものとは認められず、本件審査請求は理由がないから棄却すべき

であるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

  本件請求から本件諮問に至るまでの一連の手続について、特段違法又は不
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当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 審査請求人は、父Ｐは軍属として在職中にかかった病気（腸チフス）によ

りＢ市内の国立Ｈ病院で死亡したと主張している。 

⑵ これに対し、処分庁は、本件却下処分に至る経緯について、以下のとおり

主張している。 

まず、Ａ県が保管している弔慰金台帳を調査したが、父Ｐに関して遺族

援護法に規定する弔慰金の受付及び裁定がされたという記録はなかった。 

なお、弔慰金台帳には父Ｐと同じ氏名の記載があったが、生年月日や本

籍地等の情報の記載がなく、当該記載された者が父Ｐと同一人であるか否か

の判断ができなかった。弔慰金台帳に弔慰金の受付記録がないにもかかわら

ず、氏名のみの記載がある理由について、弔慰金台帳の作成経過の調査や以

前の担当者への聞き取り調査を行ったが、その理由は、不明であった。 

また、Ａ県が保管している兵籍簿（約５千件）、本籍地名簿（約１５万

件）、公報原簿（約２万８千件）、公務扶助料請求書の控え（戦没者調査票、

約３万７千件）を調査したが、これらの資料にも父Ｐに係る身分及び死因に

関する記録はなかった。 

次に、審査請求人の居住地であるＣ市を通じて審査請求人から聞き取り

調査を行ったところ、審査請求人からは、父Ｐの出征当時の写真は保管して

いるが、他に軍人軍属等の身分を証明する資料等は保管していないとの回答

があった。 

さらに、父Ｐの死亡時の本籍地であるＩ村に依頼して父Ｐに係る死亡届

及び死亡診断書を取り寄せたところ、これらには、父Ｐは昭和１６年１０月

頃「腸結核」にかかり、これにより昭和１７年４月１６日にＢ市内の「市立

Ｅ病院」で死亡したとの記載がされている。これらの記載は、上記⑴の審査

請求人の主張（父Ｐは「腸チフス」にかかり、「国立Ｈ病院」で死亡したと

いうもの）と異なっている。 

以上の調査結果を踏まえ、厚生労働省に照会をしたところ、同省の保管

資料においても、父Ｐに係る身分及び受傷罹病に関する記録や遺族援護法に

基づく弔慰金等の審査裁定の記録がないことを確認した。 

これらのことから、父Ｐが軍人軍属又は準軍属としての在職期間内に公

務上又は勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したも

のとは認められないと判断した。 
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（弁明書） 

⑶ そこで、上記⑵の処分庁の判断が違法又は不当であるかについて、以下検

討する。 

ア 処分庁は、終戦当時Ａ県に本籍地のあった旧陸軍の軍人等について記録

している資料（兵籍簿、本籍地名簿、公報原簿及び公務扶助料請求書の

控え（戦没者調査票）。以下「軍人等人事資料」という。）の調査を行

ったが、軍人等人事資料に父Ｐに係る身分及び死因に関する記録はなか

ったとしている。 

旧陸軍が作成した軍人等人事資料は、特別弔慰金支給の要件の一つで

ある「死亡した者が軍人軍属又は準軍属の身分を有していたこと」を判

断するに際して基本となる資料と考えられる。しかし、軍人等人事資料

は、一般に、戦災による焼失、終戦時における焼却及びその後の県庁の

火災による焼失などのために、相当多くが滅失しており、不完全なもの

が多いとの指摘がされている（平成３０年度答申第３号参照）。 

Ａ県についても、上記⑵のとおり、資料によって記録された件数に相

当の幅があることを踏まえると、処分庁が調査をしたという軍人等人事

資料は、死亡者の軍人軍属等の身分や死因の公務性についての基本的な

資料として完全な形で存在しているとはいえないことがうかがわれる。 

そうすると、軍人等人事資料に父Ｐに係る記録がなかったとしても、

そのことから直ちに父Ｐが軍人軍属等ではなかったと判断するのは相当

とはいえない。 

かえって、Ａ県が保管している弔慰金台帳によれば、父Ｐの本籍地で

あるＡ県Ｊ村（現在のＩ村）に係る部分に、父Ｐと同じ氏名の記載があ

ることが認められる。当該部分には、その他の個人を特定するための住

所や生年月日等の記載がないことから、当該者が父Ｐであると断定する

ことはできないものの、当時の弔慰金事務の担当職員が、当該者の遺族

からの請求に備え、あらかじめ当該者の台帳を用意していたと推認する

ことができ、そうだとすると、弔慰金台帳の上記記載は、Ｊ村を本籍地

としていた父Ｐが軍人軍属等であった可能性をうかがわせるということ

もできる。 

イ 処分庁及び審査庁は、父Ｐの病名と死亡場所についての審査請求人の主

張が死亡届及び死亡診断書の記載と異なっていると指摘するが、その相

違は、父Ｐの死亡当時、審査請求人が６歳であったこと、その３年後に
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母Ｑが死亡していることを考慮するならば、父Ｐが軍人軍属等でなかっ

たことを決定づけるものとはいえない。 

また、審査庁は、死亡届及び死亡診断書によれば、父Ｐの職業は自動

車運転手であると指摘するが、審査請求人は、Ｃ市を通じた聞き取り調

査において、父Ｐは軍属として戦車の修理をしていたと回答しており、

双方の業務には車両に関するものとしての共通性があるから、この相違

も、父Ｐが軍人軍属等でなかったことを決定づけるものとはいえない。 

したがって、審査請求人の上記主張と他の資料との間に相違があるこ

とをもって、直ちに父Ｐが軍人軍属等ではなかったと判断するのも相当

とはいえない。 

しかしながら、審査請求人の上記主張だけでは、父Ｐが軍人軍属であ

ったと認めることはできない。 

ウ 審査請求人は、本件審査請求に当たって、父Ｐの出征地を「Ｆ地」、部

隊名を「Ｇ兵団（別名：Ｇ軍）」、入隊時期を「１９３７年～１９４２

年頃」とし、「出征３０名で神社鳥居前で撮影した集合写真と軍服姿の

本人（父Ｐ）の写真」２葉を提出したほか、「Ｆ地での私の記憶」とし

て、母がＦ地の女学校の教師を務めていたとして、上記２葉の写真のほ

かに、連隊勤務中の写真多数、日本の兵士と母と女学校の卒業生一同の

記録写真、兵舎内及び軍事練習の写真、兵士達が広大な原野での戦闘ら

しき訓練をしている写真があると主張しているが、これらの主張を確認

することのできる資料や写真は提出されていない。 

エ そうすると、本件では、審査請求人の主張を裏付けるだけの資料が存在

しないし、本件に現れた資料によって、父Ｐが軍人軍属等であり、その

死亡の原因が公務によるものであったと認めることは困難であるから、

本件却下処分が違法又は不当であるとはいえない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問に

係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   中   山   ひ と み 
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委   員   野   口   貴 公 美 


